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【入札契約方式（コンサル）の概要】



国土交通省
関東地方整備局

１．コンサルタント業務等の入札契約方式の概要

公募

指名・要請

発注者より参加要件
を提示し参加希望者
を募る

価格競争技術競争

最低価格をもって 入札

した者と契約

技術提案内容のﾋｱﾘﾝｸﾞにより
技術的に最適な者を特定し、
随意契約

価格＋技術

総合評価落札方式

価格評価点＋技術評価点
の最も高い者と契約

入札方式（落札者の決定方法）

参
加
者
の
募
集
方
法

発注者において業者

を選定

公募型プロポーザル方式

簡易公募型プロポーザル
方式

公募型競争入札
（総合評価落札方式）

簡易公募型競争入札
（総合評価落札方式）

公募型競争入札

簡易公募型競争入札

通常指名競争入札
（災害復旧関連業務は、
積極的に活用）

標準プロポーザル方式

（関東地整では適用して
いない。）
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プロポーザル方式
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※１ ： 基本は「通常指名」であるが、H18年度より「簡易公募型に準じた方式」で運用（関東地整独自）
※２ ： 基本は「標準プロポ」であるが、H18年度より「簡易公募型に準じた方式」で運用（関東地整独自）
※政府調達に関する協定：国外企業の政府調達への参入を容易にするために結ばれた多国間協定

政府調達協定

100

4,000

5,000

8,100

業務規模
（万円）

簡  易
公募型

簡  易
公募型

簡  易
公募型

公募型 公募型 公募型

■特命随契
特殊な技術、設備等
が不可欠な業務で、
真にやむを得ない場
合に適用

■緊急随契
災害等の緊急を要す
る場合に限定で適用

特殊な技術、設備等
が不可欠な業務で、
それらの条件を明示
し、他の参加者の有
無を確認する必要が
ある業務

： 官報告示

対 象  対象外 対 象  対象外対 象  対象外 対 象  対象外

一 般 競 争 指 名 競 争 随 意 契 約

総 合 評 価

価 格 競 争

総 合 評 価

価 格 競 争
プロポーザル

参加者の有無を
確認する公募手

続を行う契約方式

特命随意契約

緊急随意契約

簡易公募型
に準じた方式

簡易公募型
に準じた方式

簡易公募型
に準じた方式

簡易公募型
に準じた方式

※１
※２

発注者支援、
営繕業務（一部）

調査・設計業務 特殊な技術、緊急等を要する業務

発注者支援は
WTO対象外

※災害関連の本復
旧に関する業務に
通常指名競争を積
極的に活用
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２．コンサルタント業務等における入札・契約手続きの区分【R6.4～】
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②総合評価落札方式（標準型）

価格点：技術点の比率
   （１：２～１：３）

実施方針＋評価テーマ

③総合評価落札方式（簡易型）

価格点：技術点の比率
（１：１）

実施方針のみ

④価格競争方式

（選定段階で）資格、実績、成績

※総合評価（簡易型）で運用

（関東地整独自の取り組み）

※災害復旧関連業務に随意契約、通常指名 

競争を積極的に活用

選定フロー 発注方式

高度または専門的な技術が要求され、入札者の技術提
案に基づき仕様を作成する方が優れた成果を期待でき
る業務

事前に仕様の確定が可能であるが、入札者の提示
する技術等によって、調達価格の差異と比較し、
成果の差異が相当程度生ずることが期待される業務

実施方針のみで品質向上が期待できる業務

実施方針と併せ、評価テーマに関する技術提案を求
めることにより、品質向上が期待できる業務

入札参加条件として、一定の資格・実績・成績を
付すことにより、品質確保できる業務

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等

①プロポーザル方式

総合評価型：実施方針＋特定テーマ
技術者評価型：実施方針のみ

※現在、技術者評価型は適用していない

5

※発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会（令和４年度第１回） 資料から加筆修正
 関東地方整備局では、本省が示す価格競争方式を総合評価落札方式（簡易型）で運用

※協議調整、地元説明、厳しい施工条件での設計等、業務の特性を考慮の上、プロポーザル方式の選定も検討する。

３．コンサルタント業務等における発注方式を選定する際の基本的な考え方
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水文調査②【一般的な分析を含む】

道路詳細設計（修正）①【調査・分析等を含む】

４－①．発注方式選定表：河川事業

6※発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会（令和４年度第１回） 資料から加筆修正
 関東地方整備局では、本省が示す価格競争方式を総合評価落札方式（簡易型）で運用

知

識

構想力 ・ 応用力

施設点検調査②
【標準的な調査】

耐震性能照査③
【簡易式による判定を行う業務】

河川台帳作成

河川景観設計②
【以下を含まないもの】

・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営

洪水予測システム検討

治水経済調査②
【統計データを用いた集計】

環境管理基本計画

環境アセスメント②
【追加調査及び取りまとめ】

事業評価 河川整備基本方針
河川整備計画
河道計画検討

施設健全度調査②
【標準的な調査】

自然再生計画検討

特殊構造物 予備・詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等以外）

氾濫解析②
【既存の解析モデルによる再現又は予測計算】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

水文データ照査検討①
【高度な観測データを含むもの】

河川水辺の国勢調査

河川構造物 詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等）

河川構造物 予備設計②
（樋門・樋管・排水機場等）
（標準積算基準対象施設）

氾濫解析①
【解析モデルの構築又は既存の解析モデルの改良、高度化】

治水経済調査①
【基準の見直し、新基準の検討】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

危機管理時の体制・対応等の検討
（危機管理演習を含む）

河川景観設計①
【以下のいずれかを含むもの】

・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

水質観測②
【水質調査（採水・水質分析のみ）（プランクトン同定を除く）】

水質観測①
【微量化学物質調査等の精度管理を行うもの、
水質調査（その他、プランクトン同定を含む）】

耐震性能照査②
【静的解析・動的解析を含むもの

（大規模構造物等以外）】

総合土砂管理計画の検討

河川環境情報図の作成

総合治水に関する検討

水循環に関する検討

生態学的な検討

維持管理計画検討

その他技術的に高度な業務

耐震性能照査①
【静的解析・動的解析を含むもの（大規模構造物等）】

堤防・護岸設計③
【現地条件変更による修正設計、

小構造物設計図集に掲載の
構造物の数量、図面作成】

水文観測①
【ADCP計測、
画像解析等
を用い解析
を含むもの】

堤防・護岸設計②
【標準的な設計（浸透流解析等の検討を含む）】

堤防・護岸設計①
【高度な軟弱地盤対策や調査・解析等の検討を含むもの】

施設点検調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を用いるもの】

施設健全度調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を要するもの】

河川構造物 予備設計①
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設以外）

プロポーザル方式

水文データ照査検討②
【高度な観測データを含まないもの】

総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

総合評価落札方式（簡易型）
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水文データ照査検討②
【高度な観測データを含まないもの】

４－②発注方式選定表：道路事業

7※発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会（令和４年度第１回） 資料から加筆修正
 関東地方整備局では、本省が示す価格競争方式を総合評価落札方式（簡易型）で運用

知

識

構想力 ・ 応用力

プロポーザル方式

定期点検結果の診断

道路予備設計（用地幅決定）

構造物詳細・補修設計（大型含む一般）

道路予備設計 （中心線決定）

事業評価②
【交通量予測結果に基づき便益計算のみ行うもの】

防災対策検討
【工法検討を行うも
の、委員会運営伴う
もの】

環境調査②【補足・継続調査】
交通安全・渋滞
対策等検討
【事故分析、渋滞分析、
委員会運営】

道路・交通等現況分析①
【マニュアル等で手法が決まっているものを除き、調査計画、企画立案を伴うもの等】

道路・橋梁等構造物景観設計

道路網整備計画検討

定期点検、緊急点検

交差点設計（一般）

道路詳細設計（修正）②【一般】

環境調査③【常観等定型的調査】

交通量観測

各種資料作成他
（一般的な水文

調査含む）

構造物予備設計（一般）

環境アセスメント②
【調査項目の追加補足調査及びそのとりまとめ】

道路・交通等現況分析②
【マニュアル等で手法が決まっているもの】

構造物予備設計（大型・特殊）

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）②
【既存ルートの部分的見直し】

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）①
【新規にルーティングを行うもの等】

構造物詳細・補修設計（特殊）

事業評価①
【全体計画を含むもの等】

環境調査①
【企画立案から実施するもの、

貴重種を含むもの】

交差点設計（大規模立体）

交通需要予測検討

整備効果分析検討
【企画立案から実施するもの、
委員会を運営を伴うもの】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

水文調査① 【広域的な影響等の分析を含む】

防災対策設計
【詳細設計のみ】

交通安全・渋滞対策設計
【予備・詳細設計のみ】

交差点設計（立体）

整備効果収集・整理
【データ収集、簡易な分析のみ】

道路詳細設計（一般）
【新規に実施するもの
構造物を含むもの】

ＰＩプロセス 社会実験実施

水文調査②【一般的な分析を含む】

道路詳細設計（修正）①【調査・分析等を含む】

総合評価落札方式
（簡易型・標準型）総合評価落札方式（簡易型）
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４－③発注方式選定表：測量調査

8※発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会（令和４年度第１回） 資料から加筆修正
 関東地方整備局では、本省が示す価格競争方式を総合評価落札方式（簡易型）で運用

知

識

構想力 ・ 応用力

土地区画整理測量

数値図化（デジタルマッピング）

画像解析／計測／判読②
【計測を主とするもの】

データ共有／総合GIS

深浅測量①
【高い精度を求めるなど技術的に高度なもの】

空中写真測量

航空レーザ測量

GIS/CADデータ化

写真地図作成（デジタルオルソ）

航空レーザ測量（応用解析含む）②
【応用解析を含むもの】

都市計画図

基盤地図情報作成

地図編集（特殊ケース）

その他の応用測量②
（主題図データファイル作成）

【計測を主とするもの】

移動計測車両による測量②
【計測を主とするもの】

航空レーザ測量（応用解析含む）①
【応用解析を含んだ上で使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

画像解析／計測／判読①
【判読を主とするもの。また、使用目的に
後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

その他の応用測量①
（主題図データファイル作成）

【解析のための判読を主とするもの】

修正測量

各種台帳作成①
【地形測量と調書を主とするもの以外】

移動計測車両による測量①
【応用解析を主とするもの。また、使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

地籍測量①
【国土調査法第10条2項による作業】

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

水文観測①
【ADCP計測、画像解析等
を用い解析を含むもの】

プロポーザル方式

三次元点群測量（UAV写真測量、地上
レーザ測量、UAVレーザ測量）

総合評価落札
方式（簡易型）

総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

基準点測量※

現地測量（地形測量） ※

水準測量※

定期縦横断測量※

地図編集

既成図数値化

深浅測量②
【標準的なもの】

一筆調査（E工程）

各種台帳作成②
【地形測量を主とするもの】

用地測量※

路線測量※
復旧測量※

河川測量※

地籍測量②
【国土調査法第10条2項による作業を除く】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

※印の工種は、現地等の条件が通常

の仕様で実施できない場合、及び三
次元点群測量の場合は、総合評
価落札方式を選定すること。
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４－④発注方式選定表：地質調査

9※発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会（令和４年度第１回） 資料から加筆修正
 関東地方整備局では、本省が示す価格競争方式を総合評価落札方式（簡易型）で運用

知

識

構想力 ・ 応用力

総合評価落札方式（簡易型）
総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

プロポーザル方式

トンネル変状調査・解析

地盤環境調査（とりまとめ）※

ボーリング調査
（支持層確認、
改良チック等）

ボーリング調査
（設計、解析用）

耐震調査

計器設置及び観測作業（設置・観測のみ）

計器設置及び観測（計画～解析）

地下水調査（観測）

地盤環境調査（採取、分析）

軟弱地盤調査・検討（安定・沈下・液状化等）

地すべり対策工検討設計（地質解析を含む）

地表地質踏査及び資料収集

地質リスク調査検討

動的応答解析
防災点検

防災点検（総合診断）

地質調査計画策定

施工時計測管理地質総合解析

地盤環境調査（解析、対策検討）

土構造物等の点検

ボーリング調査（高度安全
管理、高品質コア等）

地下水調査（とりまとめ） ※

物理（弾性波等）探査

地すべり対策工検討設計（地質解析を含まない）

地下水調査・解析（浸透流、広域地下水、渇水影響等）地下水調査（解析・検討）

※印の地下水調査（とりまとめ）、地盤環境調査（とりまとめ）については
、以下のような場合などで、価格競争方式でも妥当である内容も含まれ
るため、弾力的な運用を行うこと。
・地下水調査：既存の井戸等を利用した標準的な観測等では、とりまとめ
作業は価格競争でも十分な成果が得られる。

・地盤環境調査：有害物質（六価クロム）の試料採取・分析と観測値とり
まとめ（基準値内かどうかの判定）等の標準的な作業は価格競争でも
十分な成果が得られる。
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４－⑤発注方式選定表：建築

10※発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会（令和４年度第１回） 資料から加筆修正
 関東地方整備局では、本省が示す価格競争方式を総合評価落札方式（簡易型）で運用

知

識

構想力・応用力

総合評価落札方式（簡易型）
総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

プロポーザル方式

大規模改修実施設計等 ※2

PFI事業に係る整備検討
(財務・法務、建築計画)

新築、増築、改築に関する設計※1

工事監理

小規模改修実施設計等 ※3

敷地調査 ※3

積算

耐震診断

※１ 建築士法第3条又は第３条の２に規定する設計
※２ 耐震改修実施設計、建築士法第３条又は第３条の２に規定する改修設計等で、提案を反映して仕様を確定する必要がある設計
※３ ※２以外の実施設計
※４ 設計競技方式については上図によらないものとする
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【令和５年度 実施状況】



国土交通省
関東地方整備局

12

R1 R2 R3 R4 R5

随意契約 45件 13件 19件 8件 11件

価格競争 2件 1件 0件 0件 0件

簡易（１：１） 775件 770件 805件 786件 678件

標準（１：２） 137件 194件 165件 195件 145件

標準（１：３） 133件 122件 147件 83件 66件

プロポ 410件 416件 447件 440件 397件

27.3% 27.4% 28.2% 29.1% 30.6%

8.9% 8.0% 9.3% 5.5%
5.1%

9.1% 2.8% 10.4%
12.9%

11.2%

51.6%
50.8% 50.9%

52.0%

52.3%

0.1%
0.1%3.0% 0.9%

1.2% 0.5%

0.8%

0件

200件

400件

600件

800件

1000件

1200件

1400件

1600件

プロポ 標準（１：３） 標準（１：２） 簡易（１：１） 価格競争 随意契約

○ 令和５年度の実施状況は、プロポーザル方式が約３割、総合評価落札方式が約７割で実施。

○ 地整独自の取組で価格競争は災害復旧業務のみ活用、本省の発注方式選定表の価格競争方式を
総合評価落札方式（簡易型１：１）で運用。

（単位：件）

1,502件 1,516件
1,583件

1,297件

※予定価格100万円未満の少額随契及び単価契約を除く。港湾空港を除く。Ｒ１～Ｒ４年度は３月末時点。Ｒ５年度は、１２月末時点

総合評価

落札方式

１－①コンサルタント業務等の契約件数の状況（契約方式別）

1,512件

69.6% 71.6%
70.6% 70.4%

68.6%
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土木コンサル

（発注者支援を

除く）

土木コンサル

（発注者支援）
測量 地質 建築コンサル 補償コンサル

随意契約 0件 0件 1件 0件 10件 0件

簡易（１：１） 205件 114件 180件 35件 23件 121件

標準（１：２） 0件 135件 0件 0件 1件 9件

標準（１：３） 61件 0件 0件 1件 0件 4件

プロポ 378件 0件 4件 8件 5件 2件

58.7%

2.2%

18.2%
12.8%

1.5%

9.2%

2.3%

2.3%

54.2%

2.6%
6.6%

31.8%

45.8%

97.3%

79.5%

59.0%

89.0%

0.5%

25.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

１－②令和５年度 コンサルタント業務等の契約件数の状況（５業種） 

○土木コンサル（発注者支援除く）はプロポ－ザル方式約６割、総合評価落札方式約４割の割合で実施。

○その他の４業種は、総合評価落札方式の契約が多い傾向。

（単位：パーセンテージ）
644件 249件 185件 44件 39件 136件

※予定価格100万円未満の少額随契及び単価契約を除く。港湾空港を除く。 １２月末時点 13

総合評価

落札方式
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387件 389件

421件
395件

378件

119件
110件

137件

79件
61件

219件 221件 225件
205件 205件

2者 2.1者 2者 1.9 者 1.4 者

3.9者 3.9者

3者

4.5 者

5.0 者

4.5者
4.1者

3.9者

4.0 者

5.0 者

-10者

-8者

-6者

-4者

-2者

0者

2者

4者

6者

8者

10者

0件

50件

100件

150件

200件

250件

300件

350件

400件

450件

500件

R1 R2 R3 R4 R5

プロポ 標準（1：3） 簡易（1：１） プロポ(折線) 標準（1：3）(折線) 簡易（1：１）(折線)

○契約方式別－土木コンサル－平均入札参加者数については、概ね横ばいで推移。

１－③コンサルタント業務等の契約状況（土木コンサル）

（単位：平均入札参加者数）（単位：件数）

※予定価格100万円未満の少額随契及び単価契約を除く。港湾空港を除く。R１～Ｒ４年度は３月末時点。Ｒ５年度は、１２月末時点

 プロポーサル方式については、技術提案書提出者数。 14
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3件 3件 2件 2件 4件3件

242件

210件 207件
187件 180件

4.0者

3.0者
4.0者

3.0者 2.8者

4.7者

6.5者

5.4者
5.0者

4.7者

5.5者

-10者

-8者

-6者

-4者

-2者

0者

2者

4者

6者

8者

10者

0件

50件

100件

150件

200件

250件

300件

350件

400件

450件

500件

R1 R2 R3 R4 R5

プロポ 標準（1：3） 簡易（1：1） プロポ(折線) 標準（1：3）(折線) 簡易（1：1）(折線)

○契約方式別－測量－平均入札参加者数については、概ね横ばいで推移。

１－④コンサルタント業務等の契約状況（測量）

（単位：件数）

15

（単位：平均入札参加者数）

※予定価格100万円未満の少額随契及び単価契約を除く。港湾空港を除く。R１～Ｒ４年度は３月末時点。Ｒ５年度は、１２月末時点

 プロポーサル方式については、技術提案書提出者数。
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7件 8件 9件 8件 8件1件 1件 4件 1件 1件

63件 66件 75件
49件

35件

3.3者 3.4者 3.4者
3.9者

3.0者

9.0者

8.0者

5.5者

6.0者

7.0者

6.9者 6.8者

6.5者

5.7者

6.2者

-10者

-8者

-6者

-4者

-2者

0者

2者

4者

6者

8者

10者

0件

50件

100件

150件

200件

250件

300件

350件

400件

450件

500件

R1 R2 R3 R4 R5

プロポ 標準（1：3） 簡易（1：１） プロポ(折線) 標準（1：3）(折線) 簡易（1：１）(折線)

○契約方式別－地質－平均入札参加者数については、概ね横ばいで推移。

１－⑤コンサルタント業務等の契約状況（地質）

（単位：件数）

16

（単位：平均入札参加者数）

※予定価格100万円未満の少額随契及び単価契約を除く。港湾空港を除く。R１～Ｒ４年度は３月末時点。Ｒ５年度は、１２月末時点

 プロポーサル方式については、技術提案書時点における提出者数。
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【令和６年度 改定のポイント】



国土交通省
関東地方整備局

■ 業団体等からの主な意見（令和５年度）
○履行期限（納期）の平準化と履行期間の確保

○地域企業の技術力・品質向上が期待できる入札契約制度の推進、地域担

い手確保・育成が図れる仕組みの導入促進

○地元業者を「本店」とする地理的条件の設定及び活用

○ＤＸ推進による業務効率化の促進

○業務で必要な仮設等(試掘・泥水処理・現場用仮設トイレ・その他)は、実施

 状況を踏まえ適切な費用計上

令和６年度入札・契約、総合評価の実施方針に反映

○労働基準法の改正、施行（平成３１年４月）

・今般働き方改革の一環として労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定

○「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」の公布・施行（令和元年６月）

・公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）について広く本法律の対象として位置付け
・災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備 など

○改正品確法を踏まえた「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」の改正（令和２年１月）

・都道府県や市区町村を含む全ての公共工事の発注者が適切に発注関係事務を運用し、品確法に定められた発注者としての責務を果たす

○改正品確法の理念を実現するため「全国統一指標、関東ブロック独自指標の目標値」決定（令和２年１２月）

・測量、調査及び設計（業務）の指標
全国指標 ： ①地域平準化率（履行期限の分散）、②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）
関東ブロック独自指標 ： ③ウィークリースタンスの実施（履行状況の確認）

○品確法改正を踏まえた「全国統一指標、関東ブロック指標」のフォローアップを実施（令和５年１０月）

ポイント

○担い手確保・育成、ＷＬＢの推進・拡大

○インフラ分野のＤＸ推進・拡大

■ 発注者の取組
○平準化の取組、地域平準化率(履行期限の分散)

○新規参入者の参入を促す実施能力評価拡大型を継続

○迅速な災害対応体制の確保を視野に入れた地域担い手

確保・育成

○ワーク・ライフ・バランスの推進・拡大

○インフラ分野のＤＸ推進・拡大

○多様な技術者の活用・育成のため入札・契約制度の継続

１－①入札・契約制度に関する動向と意見

20
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１－②入札・契約制度に関する取組の実施状況

21

施策・取組の目的 名称 概要
令和５年度の

取組状況
令和６年度の対応

働き方改革
（受発注者の負担軽
減、事務手続きの効
率化）

技術者評価重視型
評価テーマを設定せず、配置予定技術者の「業務成績」、技術提案

の「実施方針」を重視して評価する方式。（ヒアリングも省略）
試行実施中 継続

総合評価落札方式
（簡易型１：１）

実施能力評価型

技術提案書の記載内容（実施方針、技術提案等）を簡素化して評価
する方式。

試行実施中 継続

拡大型プロポーザル方式
参加表明書と技術提案を同時に提出させ、審査を特定段階の1段階

とする方式。
試行実施中 継続

担い手確保・育成

総合評価落札方式
（簡易型１：１）

実施能力評価拡大型

受注実績が無い企業の参入機会の確保及び不調対策を目的として、
企業･技術者の実績評価を緩和し技術的課題を評価する方式。

試行実施中 継続

自治体等の受注実績を評
価する試行

自治体実績を直轄実績と同様に評価したり、企業・技術者評価の影
響を緩和し、実績のない（少ない）地域企業の入札参入を促す方式。

試行実施中
継続

災害協定等に基づく活動実
績の評価

災害時の活動実績等の地域貢献を評価し、地域企業の技術力向上
と参入機会の確保を促す方式。

試行実施中
継続
（評価を見直し）

地域要件の設定
（本店縛り）

企業の本店を一定地域内に有することを参加要件としたり、当該地
整の業務成績を優位に評価し、地域企業の参入・受注機会を確保する
方式。

試行実施中 継続

拡大プロポーザル方式の実
績要件緩和

実績が少ない業務でより高い技術力を有する企業の参加を促すこと
を目的として、「同種・類似業務実績」に代えて、評価テーマの技術提
案の内容を裏付ける「技術的経験」を求める方式。

試行実施中 継続

若手技術者の活用を評価
若手技術者の育成を目的として、配置技術者の年齢が一定年齢以

下の場合に加点評価する方式。
試行実施中 継続

ワークライフバランス等を推
進する企業を評価

ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、法令に基づく認定を
受けた企業その他これに準ずる企業に加点評価

－ 新規【取組時期未定】

（評価項目を追加）

その他
（技術力・生産性・
品質向上）

継続教育取組実績の評価
（発注者支援業務）

市場化テストも終了し、発注者支援業務等の品質確保の観点から、
継続教育を行い技術の研鑽に取り組んでいる管理技術者について継
続教育取組実績CPDの取得状況に加点評価。

試行実施中 継続

組合せ加点
（国土交通省登録資格）

技術士･博士の資格に、業務内容に応じて高い専門力を有する「国土
交通省登録資格」と組合せて加点する試行を実施。（本省試行）

試行実施中 継続

賃上げを実施する企業に対
する加点措置

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を
受けたことをもって評価。

運用中 継続

インフラ分野のＤＸに係る優
れた取組を評価

公共工事等の品質確保や生産性向上等、建設生産プロセスの高度化
に関する取組を評価する表彰された企業に加点評価

－
新規
（優良業務表彰で、

評価を追加）
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災害活動実績評価対象期間（５箇年）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9          

R6年度まで
評価対象

R7年度まで
評価対象

R8年度まで
評価対象

1年 2年 3年 4年 5年

令和元年度
46件発行

令和2年度
60件発行

令和3年度
3件発行

1年 2年 3年 4年 5年

1年 2年 3年 4年 5年

1年 2年 3年 4年 5年

1年 2年 3年 4年 5年

令和4年度
1件発行

R9年度まで
評価対象

令和5年度
2件発行

Ｐ（計画）
○試行目的（令和２年度実施方針資料抜粋）

・迅速な災害対応体制の確保(災害時の地域担い手確保・育成)のため、
災害協定に基づく災害活動など、関東地方整備局の本局、事務所等※

からの要請に基づき実施し、『災害活動証明書』の交付を受けた
災害活動実績(過去５年間)を評価。
※令和３年８月より、評価対象を国(関東地方整備局以外)の機関、地方公共団体、
特殊法人等の災害活動実績まで拡大。

（令和５年度実施方針資料抜粋）

Ｄ（実施）
○試行状況（Ｒ５.１２月末時点）

・地域貢献度にて災害活動実績の評価を実施している業務は、総合評価
落札方式で発注される全業務で選択可能な試行を行っている。本試行を
採用して発注した場合、落札企業の約８割（３業種平均）は災害活動の
実績が評価され受注している状況。

Ａ（対応）
○対応

本試行の評価項目は、災害の発生状況に大きく影響されるため、評価
項目の見直しが必要と考えられる。
・令和元年災害より５箇年が経過することを踏まえ、災害活動実績の評
価に加え、災害協定締結の有無を評価する試行を追加する。

見直し(Ｒ６)
〇災害活動証明の有無による評価    〇災害協定締結の有無による評価

（評価ウェイト：４点） ＋ （評価ウェイト：２点）

Ｃ（評価）
○評価（Ｒ５.１２月末時点）

・令和元年度の災害以降、災害活動実績数が減少してきており、令和８年度
以降には加点対象となる企業が大きく減少(46+60=106件)する見込み。

一方、災害協定締結状況については、令和３年２月と令和５年２月を比較
すると約1.6倍に増加。(直轄)

見直し(Ｒ６) 災害協定等に基づく活動実績の評価【R6.8～】

※令和元年度に災害活動証明書を発行して以降、令和５
年度までに112件を発行している。 22

地域貢献度

概
要

過去５年間の指定エリア内における災害活動実績を、
総合評価落札方式の「入札参加者を指名するための基準」で評価
（「参加表明者の経験及び能力」 -「地域性」-「地域貢献度」）

評
価
内
容

実績内容

評価ウェイト

地理的条件

なし

地理的条件

あり

発注事務所における災害活動実績がある ６ ３

発注事務所管内を含む都県内に所在地がある

事務所等※の災害活動実績※がある
４ ２

関東地整管内における災害活動実績※がある ２ １

上記以外 加点しない

対
象

原則、総合評価落札方式で発注される 全業務（選択可）

51
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協定締結状況（分野別）

令和３年２月 令和５年２月

1.6倍

2.1倍

1.6倍

1.5倍

地域貢献度【評価ウェイト見直し】

概
要

過去５年間の指定エリア内における災害活動実績を、
総合評価落札方式の「入札参加者を指名するための基準」で評価
（「参加表明者の経験及び能力」 -「地域性」-「地域貢献度」）

評
価
内
容

実績内容

評価ウェイト

地理的条件

なし

地理的条件

あり※２

発注事務所における災害活動実績がある ４ ２

発注事務所管内を含む都県内に所在地がある
関東地整の本局・事務所等の災害活動実績がある

３ ２

関東地整管内における災害活動実績がある

関東地整管外における災害活動実績がある※１
２ １

上記以外 加点しない

地域貢献度【新】

概
要

関東地方整備局管内の事務所等との「災害協定締結の有無」を評価
注）企業単体との協定を対象とし、協会等の団体との災害協定は含まない。
（「参加表明者の経験及び能力」 -「地域性」-「地域貢献度」）

評
価
内
容

協定内容

評価ウェイト

地理的条件

なし

地理的条件

あり※２

発注事務所における災害協定の締結あり ２ １

発注事務所管内を含む都県内に所在地がある
関東地整の事務所等の災害協定の締結あり

１ －

上記以外 加点しない
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【土木コンサル】
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【地質】

■発注件数 ■地域貢献度試行対象業務件数 ■地域貢献度を活用し落札した件数

(単位：件) (単位：件) (単位：件)

5.9%
55.6%

69.2%

13.6% 12.6%
70.3%

13.2%

81.2% 8.8%
100%

46.4%

63.3%

48.5%

66.0%

41.6%

83.1%

26.7%
75.0%

36.7%

60.6%

41.9%

61.5%
25.0%

63.6%

※１関東地整管外における災害活動実績がある
特定非常災害により関東地方整備局長から要請を受け、災害活動の実績がある場合に評価する。



国土交通省
関東地方整備局

【趣旨】品確法改正、災害の激甚化など受けた、迅速な災害対応体制の確保（災害時の地域担い手確保・育成）

【対象】総合評価落札方式（標準型、簡易型）で発注する全業務で選択可とする。

【概要】「地域性-地域貢献度」の評価項目として「災害活動実績の評価」を令和2年8月より導入中。

・災害協定に基づく災害活動など、関東地方整備局の本局、事務所等からの要請に基づき実施し、

『災害活動証明書』の交付を受けた災害活動実績（過去５年間）を評価
（「入札参加者を指名するための基準」-「参加表明者の経験及び能力」-「地域性」-「地域貢献度」）

・評価対象を国（関東地整以外）の機関、地方公共団体、特殊法人等の災害活動実績まで拡大【R3.8～ 】
■災害活動を証明する資料

・関東地方整備局の実績  ： 災害活動証明書（関東地方整備局の本局、事務所等が発効したもの）

・国の機関、地方公共団体、特殊法人等 ： 災害活動に係る災害協定の写し及び当該災害協定に基づき実施されたことが確認できる契約書等の写しを必ず添付

個別業務の依頼文のみの添付では、当該業務内容が災害協定等に基づくものであるのか明確に判断できない場合があることから、

協定書、及び契約書又は災害活動実績に係る証明書の写し（協定名、災害名、活動実施場所、完了日が証明できるもの）を必ず添付

見直し(Ｒ６)

・さらに、令和元年災害より５箇年が経過することを踏まえ、災害活動実績の評価に加え、関東地方整備局の

事務所等との「災害協定締結の有無」を評価する試行を追加設定【R6.8～ 】
（「入札参加者を指名するための基準」-「参加表明者の経験及び能力」-「地域性」-「地域貢献度」）

・評価対象は関東地整の事務所等、国(関東地整以外)の機関、地方公共団体、特殊法人等との災害協定
■災害協定を証明する資料

・関東地方整備局の事務所等 ： 災害協定書の写し、年度更新における通知文及び依頼文の写し（関東地方整備局の事務所等が発効したもの）

・国の機関、地方公共団体、特殊法人等 ： 災害協定書の写し、年度更新における通知文及び依頼文の写し（国(関東地整以外)の機関、地方公共団体、特殊法人等が発効したもの）

【運用：令和６年８月以降（※詳細は、次頁を参照。）】

「災害活動実績」を評価【R2.8～】

【新】
「災害協定締結の有無」を評価【H6.8～】

見直し(Ｒ６) 災害協定等に基づく活動実績の評価【R6.8～】
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従前

見直し
【評価ウェイト見直し】

「災害活動実績」を評価【R2.8～】



国土交通省
関東地方整備局

地域貢献度

概
要

過去５年間の指定エリア内における災害活動実績を、
総合評価落札方式の「入札参加者を指名するための基準」で評価
（「参加表明者の経験及び能力」-「地域性」-「地域貢献度」）

評
価
内
容

実績内容

評価ウェイト

地理的条件
なし

地理的条件
あり※２

発注事務所における災害活動実績がある ６ ３

発注事務所管内を含む都県内に所在地がある
関東地整の本局・事務所等の災害活動実績がある

４ ２

関東地整管内における災害活動実績がある ２ １

上記以外 加点しない

対
象原則、総合評価落札方式で発注される全業務（選択可）

見直し(Ｒ６) 災害協定等に基づく活動実績の評価【R6.8～】

地域貢献度【評価ウェイト見直し】

概
要

過去５年間の指定エリア内における災害活動実績を、
総合評価落札方式の「入札参加者を指名するための基準」で評価
（「参加表明者の経験及び能力」-「地域性」-「地域貢献度」）

評
価
内
容

実績内容

評価ウェイト

地理的条件
なし

地理的条件
あり※２

発注事務所における災害活動実績がある ４ ２

発注事務所管内を含む都県内に所在地がある
関東地整の本局・事務所等の災害活動実績がある

３ ２

関東地整管内における災害活動実績がある

関東地整管外における災害活動実績がある※１
２ １

上記以外 加点しない

対
象

原則、総合評価落札方式で発注される全業務（災害活動実績の有無を評価
及び災害協定締結の有無を評価からなる２パターンから選択可能とする。）

従前：災害活動証明の有無による評価【R2.8～】（評価ウェイト：６点）
災害活動証明の有無による評価【R2.8～】（評価ウェイト：４点）

＋
災害協定締結の有無による評価【R6.8～】（評価ウェイト：２点）

※１関東地整管外における災害活動実績がある
特定非常災害により関東地方整備局長から要請を受け、災害活動の実績がある場合に評価する。

※２地理的条件あり
継続 地域性－地理的条件 ○指定エリアにおける本店・支店・営業所の有無を評価

（「参加表明者の経験及び能力」－「地域性」－「地理的条件」）

地域貢献度【新】

概
要

関東地方整備局管内の事務所等との「災害協定締結の有無」を評価
注）企業単体との協定を対象とし、協会等の団体との災害協定は含まない。
（「参加表明者の経験及び能力」-「地域性」-「地域貢献度」）

評
価
内
容

協定内容

評価ウェイト

地理的条件
なし

地理的条件
あり※２

発注事務所における災害協定の締結あり ２ １

発注事務所管内を含む都県内に所在地がある
関東地整の事務所等の災害協定の締結あり

１ －

上記以外 加点しない

対
象原則、総合評価落札方式で発注される全業務（選択可）

＋

24



国土交通省
関東地方整備局

【趣旨】 働き方改革、担い手確保・育成を重視した評価（ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を評価）

【対象】 総合評価落札方式、プロポーザル方式で発注する業務

【概要】 建設業界全体でワーク・ライフ・バランス等が推進されることを目的に、「ワーク・ライフ・バランス等を推進す

る企業」として、法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業を加点評価する取組を導入。

《適用開始時期未定（Ｒ６年中を想定）》

評価基準 配点

参加表明
者の経験
及び能力

その他 次に掲げるいずれかの認定を受けていること。
○女性活躍推進法に基づく認定等※１

・プラチナえるぼし、えるぼし認定企業等
○次世代法に基づく認定※２

・プラチナくるみん、くるみん（令和４年４月１日以降の基準）認定企業
・くるみん（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準）認定企業
・トライくるみん、くるみん（平成２９年３月３１日までの基準）認定企業

○若者雇用促進法に基づく認定※３
・ユースエール認定企業

１点
※４

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27 年法律第64 号）第９条若しくは第12条の規定に基づく基準に適合するものと認定された
企業（労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。）又は同法第８条の規定に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないもの
に限る。）を策定している企業（常時雇用する労働者の数が100 人以下のものに限る。）をいう。

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成15 年法律第120 号）第13 条又は第15 条の２の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45 年法律第98 号）第15 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※４ 総合評価落札方式(簡易型１：１) 技術点の満点が100点の場合 → 従来の技術点100点＋賃上げ加算点6点＋W.L.B加算点1点とし合計107点

《参考》令和５年８月２４日付け「直轄工事におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する取組について」に基づく評価

プラチナえるぼし・えるぼし プラチナくるみん・くるみん・トライくるみん ユースエール
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新規(Ｒ６) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価【R6年中を想定】



国土交通省
関東地方整備局

【趣旨】 インフラ分野のＤＸに係る優れた取組を評価

【対象】 総合評価落札方式、プロポーザル方式で発注する業務

【概要】 令和４年度から新たに、建設生産プロセスの高度化、効率化、国民サービスの向上等の改革につながる優れ

  た実績をベストプラクティスとして横展開するため、「インフラＤＸ大賞」が創設。また、関東地整においても、令

和５年度より「関東インフラDX大賞」を創設。こうした公共工事等の品質確保や生産性向上等、建設生産プロ

セスの高度化に関する取組を表彰された企業に加点評価。【R6.8～】

評価
項目 判断基準

配点
ｳｪｲﾄ

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
力

優
良
業
務
表
彰 

、
イ
ン
フ
ラ
Ｄ
Ｘ
大
賞
ま
た
は
関
東
イ
ン
フ
ラ
Ｄ
Ｘ
大
賞(

企
業)

令和○年度以降令和○年度末（過去２年間）まで
に完了した業務において、優良業務表彰(局長、
部長、事務所長)、インフラＤＸ大賞（工事・業務部

門における国土交通大臣賞、優秀賞）または関東
インフラＤＸ大賞(局長、事務所長)の経験のある
者を以下の順位で評価する。

①国土交通省等発注業務で優良業務表彰「局長
表彰」を受けた経験がある者。

５

②国土交通省等発注業務で優良業務表彰「部長
表彰」または「事務所長表彰」を受けた経験があ
る者。

３

③インフラＤＸ大賞（工事・業務分野における国土
交通大臣賞、優秀賞）を受けた経験があるもの。

３

④関東インフラＤＸ大賞(局長)を受けた経験があ
るもの。

２

⑤関東インフラＤＸ大賞(事務所長)を受けた経験が
あるもの。

１

インフラＤＸ大賞（国土交通大臣賞、優秀賞）及び関東インフラＤＸ大賞（局長、事務所長)を評価項目に新規追加

現行評価基準（プロポーザル方式の例） 新規評価基準（案）（プロポーザル方式の例）

評価
項目 判断基準

配点
ｳｪｲﾄ

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
力

優
良
業
務
表
彰 (

企
業)

令和○年度以降令和○年度末（過去２年
間）までに完了した業務において、優良業務
表彰の経験のある者を以下の順位で評価す
る。

①国土交通省等発注業務で優良業務表彰
「局長表彰」を受けた経験がある者。

５

②国土交通省等発注業務で優良業務表彰
「部長表彰」または「事務所長表彰」を受けた
経験がある者。

３

※総合評価落札方式の場合、「国土交通省等発注業務」を「関東地方整備局発注業務」に読み替えるものとする。

※複数の受賞実績がある場合、最も評価が高くなる１つの実績で評価するものとし、組合せ評価は実施しない。

新規(Ｒ６) インフラ分野のＤＸに係る優れた取組を評価【R6.8～】
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国土交通省
関東地方整備局

令和６年４月

国土交通省 関東地方整備局

令和６年度 入札・契約、総合評価の実施方針（案）

〔コンサルタント業務等〕

（継続項目）
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国土交通省
関東地方整備局

令和６年度 入札・契約手続きの実施方針 継続項目

１．品質確保と担い手の育成・確保  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１

２．技術力が十分発揮できる競争環境の確保  ・・・・・・・・・・・ ４９

３．事務手続きの効率化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９

【目次】
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国土交通省
関東地方整備局令和６年度 入札・契約手続きの実施方針 継続項目

１．品質確保と担い手の育成・確保
○確実な品質確保対策の実施

１－① 実施能力を評価した選定【R4.8～】
１－② 賃上げを実施する企業に対する加点措置【R4.2～】
１－③ 事業促進PPP業務の受注制限、常駐・専任緩和【R3.1～】
１－④ 事業促進PPP業務の業務指導実績のマネジメント経験認定【R3.8～】
１－⑤ 事業促進PPP業務の管理（主任）技術者経験の加点評価【R3.8～】
１－⑥ 履行確実性評価、低入札価格調査における対象業務の拡大【H25.10～】
１－⑦ 技術審査段階における条件明示チェックシートの提示【R1.8～】

○担い手(地元企業・若手技術者等)の育成・確保
１－⑧ 適切な地域要件の設定【R2.8～】
１－⑨ 業務実績等の評価対象期間の延長（休業考慮）【H28.8～】
１－⑩ 若手技術者の活用を評価【R5.8～】
１－⑪ 組合せ評価(国土交通省登録資格)【R5.4～】
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２．技術力が十分発揮できる競争環境の確保
２－① 分離発注の徹底
２－② 拡大型プロポーザル方式の導入
２－③ 業務成績評点、優良業務表彰等の評価基準変更【R3.8～】
２－④ 海外インフラプロジェクト実績認定【R3.4～】
２－⑤ 手持ち業務量（金額）の変更【R3.4～】
２－⑥ 照査技術者の配置要件の見直し【R4.8～】
２－⑦ テレビ会議システムを活用したヒアリングの実施（試行）【R4.4～】
２－⑧ 発注者支援業務等の継続教育取組実績CPDを評価【R5.8～】



国土交通省
関東地方整備局

３．事務手続きの効率化
３－①  クラウドを活用した資料閲覧 -資料閲覧の効率化-【R2.9～】

継続業務の発注時の資料閲覧について【R5.1】
３－② 一括審査方式の導入【H28.8～】
３－③ 技術者評価を重視した選定（更なる簡素化）【H27.4～】
３－④ 簡易な参加表明書を用いた審査の導入【H30.8～】
３－⑤ 技術提案書の無効通知の追加【R4.4～】
３－⑥ 入札結果及び契約内容等に係る情報閲覧の効率化【R2.10～】
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令和６年度 入札・契約手続きの実施方針 継続項目



国土交通省
関東地方整備局

１．品質確保と担い手の育成・確保
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国土交通省
関東地方整備局

事業名 業務の種類

道路詳細設計（修正）②【一般】

交差点設計（一般）

環境調査③【常観等定型的調査】

交通量観測

各種資料作成他（一般的な水文調査含む）

堤防・護岸設計③【現地条件変更による修正設計、小構造物設計図集に掲載の
構造物の数量、図面作成】

耐震性能照査③【簡易式による判定を行う業務】

河川台帳作成

水文観測③【標準的な観測手法によるもの】

施設点検調査②【標準的な調査】

水質観測②【水質調査（採水・水質分析のみ）（プランクトン同定を除く）】

各種台帳作成②【地形測量を主とするもの】

復旧測量※

路線測量※

水文観測③【標準的な観測手法によるもの】

基準点測量※

河川測量※

現地測量（地形測量） ※

用地測量※

水準測量※

地籍測量②【国土調査法第10条2項による作業を除く】

定期縦横断測量※

地図編集

深浅測量②【標準的なもの】

既成図数値化

一筆調査（E工程）

　※印の工種は、三次元点群測量を含む。

ボーリング調査（支持層確認、改良チェック等）

地下水調査（観測）

計器設置及び観測作業（設置・観測のみ）

地盤環境調査（採取、分析）

河
川
事
業

道
路
事
業

測
量
調
査

地
質
調
査

【趣旨】 関東地方整備局発注業務の受注実績が無い企業の参入機会の確保及び不調対策を目的として、企業･技術
者の実績評価を緩和し技術的課題を評価する評価方法の試行

【対象】総合評価落札方式（簡易型１：１）で発注する業務のうち、発注方式選定表青部記載の業務の種類において、本
試行を選択することができる。

【概要】関東地方整備局発注業務の受注実績が無いことにより参入が困難であった新規参入者の参入を促し、次回の
業務参入にあたっての実績として活用してもらうことにより、継続的な業務の担い手企業の裾野を広げることを
期待し、新規参入者の増加による不調対策を図る【R4.8～】

業務対象
○実施能力評価拡大型の試行対象

土木コン、測量、地質の３業種における総合評価（簡易型１：１）のうち、右表
に記載されている業務の種類において下記事項を参考に選択する。
・不調・不落が多い業務
・地域の担い手確保が必要な業務

実
施
能
力
評
価
拡
大
型
へ

選
択
可
能
な
業
務
の
種
類
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発注方式選定表

1-①継続実施能力を評価した選定（実施能力評価拡大型）（試行）

※発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会（令和４年度第１回） 資料から加筆修正
 関東地方整備局では、価格競争方式を総合評価落札方式（簡易型）で運用


Sheet1

				事業名 ジギョウ メイ		業務の種類 ギョウム シュルイ

				道路事業 ドウロ ジギョウ		道路詳細設計（修正）②【一般】

						交差点設計（一般）

						環境調査③【常観等定型的調査】

						交通量観測

						各種資料作成他（一般的な水文調査含む）

				河川事業 カセン ジギョウ		堤防・護岸設計③【現地条件変更による修正設計、小構造物設計図集に掲載の構造物の数量、図面作成】

						耐震性能照査③【簡易式による判定を行う業務】

						河川台帳作成

						水文観測③【標準的な観測手法によるもの】

						施設点検調査②【標準的な調査】

						水質観測②【水質調査（採水・水質分析のみ）（プランクトン同定を除く）】

				測量調査 ソクリョウ チョウサ		各種台帳作成②【地形測量を主とするもの】

						復旧測量※

						路線測量※

						水文観測③【標準的な観測手法によるもの】

						基準点測量※

						河川測量※

						現地測量（地形測量） ※

						用地測量※

						水準測量※

						地籍測量②【国土調査法第10条2項による作業を除く】

						定期縦横断測量※

						地図編集

						深浅測量②【標準的なもの】

						既成図数値化

						一筆調査（E工程）

						　※印の工種は、三次元点群測量を含む。

				地質調査 チシツ チョウサ		ボーリング調査（支持層確認、改良チェック等） チョウサ シジソウ カクニン カイリョウ ナド

						地下水調査（観測） チカスイ チョウサ カンソク

						計器設置及び観測作業（設置・観測のみ） ケイキ セッチ オヨ カンソク サギョウ セッチ カンソク

						地盤環境調査（採取、分析） ジバン カンキョウ チョウサ サイシュ ブンセキ



&12【機密性２】 
        　20999999_関整××_用途_１年未満
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		このシートは「【機密性２】」とページ右上部に表示されます。 キミツセイ ミギ ジョウブ ヒョウジ
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		このシートは「【機密性２】」とページ右上部に表示されます。 キミツセイ ミギ ジョウブ ヒョウジ
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国土交通省
関東地方整備局

評価点
資格要件

業務経験

地理的条件

地域貢献度

資格要件

継続教育取組実績

業務経験

若手技術者

工程計画・技術的課題 60%

40%

技
術
点
を
算
出
す
る
た
め
の
基
準

評価項目

管理（主任）技
術者の評価

資格・
実績

詳細項目

資格・
実績

企業の評価

評価方法イメージ

○現行：総合評価落札方式（簡易型１：１）に
おける参加資格要件の評価

○実施能力評価拡大型（試行）：
参加表明書、技術提案書の提出を同時提出とする。
企業・技術者の実績評価を緩和（成績・表彰の評価を省略）
実施方針・実施フロー・工程計画・その他の項目については、
「工程計画・技術的課題」と変更し、資料作成の省力化を図る。

評価を省略

〇評価基準は、現行の総合評価（簡易型）（実施能力評価）を基に、評価項目「成績・表彰」を省略

〇業務経験、地域性－地理的条件の評価項目を優位に評価し、ウェイトを上方修正

〇参加表明書と技術提案書を同時に提出する方式とし、入札手続き期間の（約２０日）短縮と資料作成の省力化を図る

業務成績評点

優良業務表彰等の経験
成績・表彰

業務成績評点

優良業務表彰等の経験
成績・表彰

総合評価落札方式（簡易型１：１）
評価点

資格要件

業務経験

地理的条件

地域貢献度

業務成績評点

優良業務表彰の経験

資格要件

継続教育取組実績

業務経験

若手技術者

業務成績評点

優良業務表彰等の経験

資格要件

継続教育取組実績

業務経験

若手技術者

業務成績評点

優良業務表彰等の経験

実施方針・実施フロー・工程計画・その他 50%

資格・実績

50%

50%

50%

企業の評価

技術者の評価

技術者の評価

資格・実績

成績・表彰

資格・実績

成績・表彰

成績・表彰

評価項目 詳細項目

入
札
参
加
者
を
指
名
す
る
た
め
の
基
準

技
術
点
を
算
出
す
る
た
め
の
基
準

資料作成の省力化
実施方針・実施フローを省略し、
技術的課題を追加
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①本店しばり

②本店、支店又は営業所しばり
（本店の場合、評価する配点ウェイト
が高くなる）

1-①継続実施能力を評価した選定（実施能力評価拡大型）（試行）



国土交通省
関東地方整備局

〇事務手続きの軽減（スケジュールの短縮と作成資料の省力化）
参加表明書・技術提案書の同時提出で指名通知から入札まで約２０日の入札手続期間の短縮を図る
技術提案書の記載内容については、５項目から２項目まで省略し参加者の作成資料の省力化を図る

総合評価落札方式（簡易型１：１）
のスケジュール

総合評価落札方式（簡易型１：１）技術提案書記載内容

②

①

③
④

⑤ ①

②

今回の試行における
技術提案書記載内容

今回の試行におけるスケジュール

10日以上30日
以上
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工程計画・技術的課題
を作成

1-①継続実施能力を評価した選定（実施能力評価拡大型）（試行）



国土交通省
関東地方整備局

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置、ペナルティの流れ

入札公告（公示）

 「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって評価 （賃金引き上げ表明は①事業年度※単位又は②年暦単位での表明）

①大企業 ３％以上 ②中小企業１．５％以上 ※①事業年度は契約を行う予定の年の４月以降に開始するもの

  加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点(加算点の5%以上) → （例）施工能力評価型Ⅱ型・・・従来の加算点40点＋賃上げ加算点3点＝加算点合計43点 (3点/43点=6%)

適用対象 ： 令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。
但し、令和４年２月１日以降に入札・契約手続運営委員会に諮る調達案件とする。

加点を受けた落札者が以下の書類作成後に総務部
契約課へ提出  （賃上げの実績の確認）

入札、落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

①年度単位による賃上げ表明
 法人事業概況説明書（又は税務申告の作成書類）

②年単位による賃上げ表明
 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

契約担当官等から通知された日から１年間

国の総合評価落札方式の調達の全てに対して加点
より大きな割合の減点（加点に１点を加えた減点）

総務部
契約課
に提出

四半期分を
本省大臣
官房会計
課に提出

四半期分を
財務省主
計局法規
課に提出

全省庁分
を財務省
がまとめ

各省各庁
の長へ通
知

総務部
契約課
へ連絡

 賃上げ基準に達していない者

※契約担当官等から、賃上げ基準に
達していない企業に減点措置の通知

※
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1-②継続総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置



国土交通省
関東地方整備局

■関東地方整備局の建設コンサルタント業務等における総合評価方式別の総合評価落札方式における賃上げを実施
する企業に対する加点措置
・技術点の５％以上の整数とし以下のとおりとする。
・従来の技術点に含めて加算を行い、その後の技術評価点の算出は従来と同じとする。

技術評価点＝６０点※×
技術点（賃上げ加算点を含む）

技術点満点（賃上げ加算の配点を含む）
※建築コンは５５点

 ①総合評価落札方式（標準型１：３、簡易型１：１（実施能力評価型））
技術点満点が２００点の場合 → 従来の技術点２００点＋賃上げ加算点１１点とし合計２１１点（11点/211点=5%）

 ②総合評価落札方式（簡易型１：１（①、③及び④を除く））
技術点満点が１００点の場合 → 従来の技術点１００点＋賃上げ加算点６点とし合計１０６点（6点/106点=6%）

 ③総合評価落札方式（発注者支援業務等）
技術点満点が８０点の場合 → 従来の技術点８０点＋賃上げ加算点５点とし合計８５点（5点/85点=6%）

 ④総合評価落札方式（建築関係コンサル）
技術点満点が５５点の場合 → 従来の技術点５５点＋賃上げ加算点３点とし合計５８点（3点/58点=5%）

・賃上げの実施に関する評価点は、履行確実性評価の対象としない。

関東地方整備局の建設コンサルタント業務等の総合評価落札方式における賃上げを実施する
企業に対する加点措置

■適用対象
令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての業務
但し、令和４年２月１日以降に入札・契約手続運営委員会に諮る調達案件とする。

1-②継続総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
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1-③継続事業促進ＰＰＰ業務の常駐・専任緩和

本省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 常駐 専任

管理技術者 必要なし 必要なし

主任技術者 必要 必要

担当技術者 必要 必要

関東試行 常駐 専任

管理技術者 必要なし 必要なし

主任技術者 必要
（いずれかで最低

1名）

必要なし

担当技術者 必要なし

【常駐・専任緩和】

専任：必要なし（手持ち業務量を２億５件以下に制限、低入札の手持ち業務がある場合は参加不可）
常駐：主任・担当技術者のうち、最低1名は必須（常駐者の途中交代可）

※発注者の判断で常駐・専任を求めることは可
※常駐・専任を緩和する場合は、管理技術者出席の事業調整会議の定期開催を必須とする
※主任技術者は専任を求めないが、本業務を最優先することとし、その他業務の管理技術者になる

ことは認めない

事業促進ＰＰＰ業務における常駐・専任の緩和【継続】

【趣旨】事業促進ＰＰＰ業務の活用による、事業の円滑な促進、確実な品質確保

【対象】平常時の大規模事業等に導入する事業促進ＰＰＰ業務

【概要】高い技術力や経験を有する企業の参入を促すため、技術者の専任・常駐の緩和の試行を実施

【R2～試行】
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1-③継続事業促進ＰＰＰ業務の常駐・専任緩和

【趣旨】事業促進ＰＰＰ業務の活用による、事業の円滑な促進、確実な品質確保、更なる競争性の確保

【対象】事業促進ＰＰＰ業務（事業監理業務）

【概要】発注者支援業務等の受注制限を緩和

⇒ 受注制限の対象を「発注者支援業務等」から「調査設計資料作成業務」に緩和

【参考】「国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関するガイドライン」より
2.7公平中立性

事業促進ＰＰＰの工区内の業務、工事の受注者選定では、公平中立性に留意することが必要である。
4.2課題・留意事項

事業促進ＰＰＰの受注者が継続的に業務・工事に携わることを過度に制限しない発注方式や条件等について検討が必要である。

従前（～R1.12）
工事 ： 不可（設計・施工分離原則）
業務 ： 発注者支援業務等は可 設計業務等は不可

緩和①（R1.12～）
工事 ： 不可（設計・施工分離原則）
業務 ： 発注者支援業務等は不可 設計業務等は不可

発注者支援業務等とは
〇発注者支援業務
〇公物管理補助業務
〇用地補償総合技術業務
〇行政事務補助業務
※「調査設計資料作成業務」は行政事務補助業務に含まれる

〇工事監督支援業務に準じる業務

現在
緩和②（R3.1～）

工事：不可（設計・施工分離原則）

業務：調査設計資料作成業務（行政事務補助）は不可

  設計業務等、その他の発注者支援業務等は可

工
事

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

測
量
業
務

地
質
調
査
業
務

発
注
者
支
援
業
務
等

工
事

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

測
量
業
務

地
質
調
査
業
務

発
注
者
支
援
業
務
等

工
事

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

測
量
業
務

地
質
調
査
業
務

発
注
者
支
援
業
務
等

調
査
設
計
資
料
作
成
業
務

調
査
設
計
資
料
作
成
業
務

調
査
設
計
資
料
作
成
業
務

凡例

受
注
不
可

受
注
可

■透明性を確保し、他の参加者との公平性を担保 → 試行的に発注者支援業務等を一律受注制限

受注制限緩和の経緯 従前

緩和①

緩和②
過度な制限とならないよう受注制限の対象を精査

事業促進ＰＰＰ業務の活用による、事業の円滑な促進、確実な品質確保に資する
より高い技術力や経験を有する企業の参入促進のため、受注制限を緩和

さらなる緩和対象（受注制限対象の精査）の考え方

〇発注者支援業務等側で、業務の受注制限がかかっていないこと
〇業務内容、業務履行環境上、業務の詳細な発注計画・内容を知る可能性が低いこと
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1-④継続指導実績の業務実績認定 -事業促進ＰＰＰ業務-

【趣旨】 品質確保、技術力を重視した評価（高いマネジメント力を有する技術者の活躍機会の拡大）

【対象】 総合評価落札方式、プロポーザル方式で発注する業務

【概要】 事業促進ＰＰＰ業務※の管理技術者で、同種・類似業務の指導した実績をマネジメント経験として認定

事業促進ＰＰＰ業務以外の業務実績を有さない場合にも、他の設計業務等への参加が可能

認定条件 過去１０箇年度＋公示日までに事業促進ＰＰＰ業務※の管理技術者の立場で、

同種・類似業務の指導経験がある（事業促進ＰＰＰ業務発注者が指導実績証明を発行）

ただし、上記の事業促進ＰＰＰ業務の平均業務成績評定が下記※に定める点数以上の場合に限る

『高いマネジメント力』を評価

【加点評価の条件】配置予定技術者（管理（主任）技術者）が以下の３要件を満たす場合に認定

①同種・類似業務実績が無い

②過去１０箇年度＋公示日までに事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者の立場で、同種・類似業務を指導

した経験（マネジメント経験）を有し、

③②の業務成績評定点（複数有する場合は平均点）が右表青枠の業務成績評価区分の範囲に入る

【マネジメント経験者の要件】

①建設コンサルタント登録規定第3条の一に該当する入札説明書（個別）に記載する部門の技術管理者

②地質調査業者登録規定第3条の一に該当する技術管理者

③地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上

現在（R3.8追加）

※ 公示日から過去10年度間に事業促進ＰＰＰ業務の

管理技術者の立場で、同種・類似業務を指導した

事業促進ＰＰＰ業務の業務成績評定点（複数有する場合は

平均点）が７８点以上の場合に限る。

配点ウェイト 業務成績評価区分

① 100% 80点以上

② 80% 79点以上～80点未満

③ 60% 78点以上～79点未満

④ 40% 77点以上～78点未満

⑤ 20% 76点以上～77点未満

⑥ 0% 60点以上～76点未満

他の建設コンサルタント業務等に管理(主任)技術者で配置する場合
▼

同種・類似業務の業務実績（マネジメント経験）を有するものとする。

「指導実績証明」

他の業務を指導 指導実績証明発行申請

事業促進ＰＰＰ受注者

他業務の受注者

事業促進ＰＰＰ受注者

事業促進ＰＰＰ発注者

審査

事業促進ＰＰＰ受注者
他の業務に

マネジメント経験で参加

写しを提出

発行

業務名

テクリス番号等を記載
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認定条件 過去４箇年度＋公示日までに事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者または主任技術者として携わった実績が
ある。

ただし、上記の事業促進ＰＰＰ業務の平均業務成績評定が７８点以上の場合に限る

1-⑤継続管理（主任）技術者経験の加点評価 -事業促進ＰＰＰ業務-

【趣旨】 品質確保、技術力を重視した評価（高いマネジメント力を有する技術者の活躍機会の拡大）

【対象】 プロポーザル方式で発注する業務

【概要】 事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者または、主任技術者実績を有する技術者を、

「技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務」に管理（主任）技術者として配置する場合、

「管理（主任）技術者の経験及び能力」-「優良表彰」で「部長・事務所長表彰の経験」と同等に評価する【R3.8～】

プロポーザル方式で発注する、
他の建設コンサルタント業務等に管理技術者で配置する場合

▼

「管理（主任）技術者の経験及び能力」-「優良表彰」で

『部長・事務所長表彰の経験』と同等に加点（３点）
※ただし、部長・事務所長表彰を有する場合は、表彰実績で評価

【加点評価の条件】配置予定技術者（管理（主任）技術者）が以下の３要件を満たす場合に加点評価

①表彰実績が無い（有する場合は表彰実績で評価）

②過去４箇年度＋公示日までに事業促進ＰＰＰ業務の管理又は主任技術者の実績がある

③②の業務成績評定点（複数有する場合は平均点）が７８点以上

『高いマネジメント力』を評価
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【趣旨】更なる品質確保
【対象】総合評価落札方式で発注する予定価格100万円を超える業務
【概要】品質確保対策として、履行確実性評価、低入札価格調査を実施することとしているが、

 規模の小さい業務においても更なる品質確保を図るため、対象業務の予定価格を100万円超  
に拡大【H25.10～】

開 札

②調査基準価格以上
予定価格以下

①
調査基準価格未満

③
予定価格超過

履行確実性評価

落札予定者決定

低入札価格調査

落札者決定

①の場合 ②の場合

辞退
入札無効

履行可能

履行不可能
辞退

■開札後の手続きフロー

予定価格

１，000万円超

【対象業務】

１00万円超

（H25.10公示より）

・ヒアリング
・追加資料要請

（①の場合）

1-⑥継続履行確実性評価、低入札価格調査における対象業務の拡大
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従 前 現 在（試行）

対象業務

① 道路詳細設計（平面交差点を含む）

② 橋梁詳細設計
③ 樋門・樋管詳細設計
④ 排水機場詳細設計
⑤ 築堤護岸詳細設計
⑥ 山岳トンネル詳細設計（換気検討を含む）

⑦ 共同溝詳細設計
⑧ 砂防堰堤詳細設計

同左

提示時期 詳細設計契約後（の１回目打合せ前） 入札公告時（条件明示チェックシートを入札参考資料として添付）

１．条件明示チェックシートの提示時期の変更

【発注者のメリット】
・当該業務の実施内容や関連機関との調整未了といった申し送り事項が特記仕様書作成時に把握できる。
・当該業務公告前に実施する入契委員会で、所長を含めた関係各課に設計内容・設計条件が周知できる。

【入札参加者のメリット】
・条件明示チェックシートの内容により、当該業務の懸案等を把握でき、入札参加の判断材料となる。
・条件明示チェックシート内容を把握することで、受注後、工程を含めた各種取り組みの対策が早急に対応できる。

例えば、関連機関との調整未了の案件があれば、当該業務のクリティカルパスを把握の上、業務計画書に反映でき
る。

２．提示時期の変更によるメリット

【趣旨】競争参加者への必要な設計条件等の確実な明示
【概要】条件明示チェックシートの提示時期を契約後から入札公告時に変更【R1.8～】

（条件明示チェックシート：発注者が詳細設計業務発注時に、設計内容・設計条件を確認した後、受注者に必要な設計条件等を確実に明

示し、発注者の業務履行上の責任を確実に履行するツール。）

1-⑦継続技術審査段階における条件明示チェックシートの提示
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プロポ 総合評価（標準型） 総合評価（簡易型）

比較的規模が小※１ 必要に応じて実施

その他 ×

比較的規模が小※１ 積極的に実施

その他 ×

※１　：　概ね1,500万円以下が目安

プロポ 総合評価（標準型） 総合評価（簡易型） プロポ 総合評価（標準型） 総合評価（簡易型）※２ 総合評価（簡易型）※３

比較的規模が小※１ 必要に応じて実施 必要に応じて実施 必要に応じて実施

その他 × × ×

比較的規模が小※１ 積極的に実施 積極的に実施

その他 × ×

※１　：　概ね1,500万円以下が目安 ▲

※２　：　概ね上図（発注方式事例）の①が適用される業務 今回見直し（拡充）

※３　：　概ね上図（発注方式事例）の②が適用される業務

測量

見
直
し

（
拡
充

）
前

見
直
し

（
拡
充

）
後

××× ×

×

現場なし

現場あり

現場なし

現場あり

土木コンサル、測量、地質調査、補償コンサル

土木コンサル、測量、地質調査、補償コンサル

×

▼

原則適用

【趣旨】地域企業の育成、確保

【対象】総合評価落札方式を採用し「地域要件」を設定する業務（本店縛りは簡易型が対象）

【概要】「測量業務」の「本店縛り」の適用対象を、「“簡易型”で発注する業務※（現地作業あり）」に拡充（原則）

※：下図（発注方式事例）②の範囲に該当する業務（業務内容等を勘案し、地域要件設定が適さない場合を除く） 【R2.8～】

1-⑧継続適切な地域要件の設定（一部拡充）

地域要件・本店縛り
○一定地域内における企業の「本店、支店又は営業所」の有無を評価する「地域要件の設定」を試行中

（業務の特性、内容等を勘案するとともに、十分な競争性（業務実施可能者数）が確保されるよう設定）
○本店縛りでは、一定地域内における企業の「本店」の有無を評価
○本店縛りは、これまで簡易型発注で比較的規模が小さい業務に適用していたが、Ｒ２年度からは、

測量業務については、規模にかかわらず、右図（発注方式事例）②の範囲に該当する業務に原則適用

①

②

①

① ②
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◎発注方式事例における試行対象業務 凡例 ○：適用
×：適用しない

1-⑧継続適切な地域要件の設定（一部拡充）

44

現地作業
あり

現地作業
なし

各種台帳作成②【地形測量を主とするもの】 ○ × ➢道路台帳図で交通規制が困難な路線など、ＭＭＳを利用する事例

復旧測量※ ○ ×

水文観測③【標準的な観測手法によるもの】 ○ ×

現地測量【地形測量】 ※ ○ × ➢砂防事業など、現地作業が困難な箇所を航空レーザを利用する事例

水準測量※ ○ ×

定期縦横断測量※ ○ ×
➢河川縦横断測量など、航空レーザ測深機を利用する事例
　（河川定期縦横断測量業務実施要領に準拠）

地図編集 × ×
➢i-constructionの一環として2次元地図→3次元地図として作成する事例
　（設計用数値地形図データ作成仕様に準拠）

既成図数値化 × ×
➢GIS等で活用される地図データベースを作成する事例
　（独自レイヤ設定や作成手法）

路線測量※ ○ × ➢交通規制が困難な路線など、MMSを利用する事例

基準点測量※ ○ ×

河川測量※ ○ ×
➢河川縦横断測量など、航空レーザ測深機を利用する事例
　（河川定期縦横断測量業務実施要領に準拠）

用地測量※ ○ ×

地籍測量②【国土調査法第10条2項による作業を除く】 ○ ×
➢山村部の地籍測量など航空写真測量や航空レーザ測量を利用する事例
　（リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュアルに準拠）

○ × ➢急流部や深度が深い箇所など、ロッド・レッド手法が困難で音響測深機を利用する事例

○ × ➢面的に3次元データを必要とする事例

一筆調査（E工程） ○ ×

下記に該当する業務は対象外
（実績を有する企業が複数あり、十分な競争性を確保できる場合は対象とすることも可）

発注方式事例　簡易型（１：１）

深浅測量②【標準的なもの】

対象

※印の工種は、三次元点群測量を含む


Sheet1

				発注方式事例　簡易型（１：１） ハッチュウ ホウシキ ジレイ カンイガタ		対象 タイショウ				下記に該当する業務は対象外
（実績を有する企業が複数あり、十分な競争性を確保できる場合は対象とすることも可） カキ ガイトウ ギョウム タイショウガイ ジッセキ ユウ キギョウ フクスウ ジュウブン キョウソウセイ カクホ バアイ タイショウ カ

						現地作業
あり ゲンチ サギョウ		現地作業
なし ゲンチ サギョウ

				各種台帳作成②【地形測量を主とするもの】		○		×		➢道路台帳図で交通規制が困難な路線など、ＭＭＳを利用する事例 ドウロ ダイチョウ ズ コウツウ キセイ コンナン ロセン リヨウ ジレイ

				復旧測量※		○		×

				水文観測③【標準的な観測手法によるもの】		○		×

				現地測量【地形測量】 ※		○		×		➢砂防事業など、現地作業が困難な箇所を航空レーザを利用する事例 サボウ ジギョウ ゲンチ サギョウ コンナン カショ コウクウ リヨウ ジレイ

				水準測量※		○		×

				定期縦横断測量※		○		×		➢河川縦横断測量など、航空レーザ測深機を利用する事例
　（河川定期縦横断測量業務実施要領に準拠） カセン ジュウ オウダン ソクリョウ ソクシン リヨウ ジレイ カセン テイキ ジュウオウダン ソクリョウ ギョウム ジッシ ヨウリョウ ジュンキョ

				地図編集		×		×		➢i-constructionの一環として2次元地図→3次元地図として作成する事例
　（設計用数値地形図データ作成仕様に準拠） イッカン ジゲン チズ ジゲン チズ サクセイ ジレイ セッケイ ヨウ スウチ チケイズ サクセイ シヨウ ジュンキョ

				既成図数値化		×		×		➢GIS等で活用される地図データベースを作成する事例
　（独自レイヤ設定や作成手法） トウ カツヨウ チズ サクセイ ジレイ ドクジ セッテイ サクセイ シュホウ

				路線測量※		○		×		➢交通規制が困難な路線など、MMSを利用する事例 コウツウ キセイ コンナン ロセン リヨウ ジレイ

				基準点測量※		○		×

				河川測量※		○		×		➢河川縦横断測量など、航空レーザ測深機を利用する事例
　（河川定期縦横断測量業務実施要領に準拠） カセン ジュウ オウダン ソクリョウ ソクシン リヨウ ジレイ

				用地測量※		○		×

				地籍測量②【国土調査法第10条2項による作業を除く】		○		×		➢山村部の地籍測量など航空写真測量や航空レーザ測量を利用する事例
　（リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュアルに準拠） サンソンブ チセキ ソクリョウ コウクウ シャシン ソクリョウ コウクウ ソクリョウ リヨウ ジレイ ギジュツ モチ ヤマムラ ブ チセキ チョウサ ジュンキョ

				深浅測量②【標準的なもの】		○		×		➢急流部や深度が深い箇所など、ロッド・レッド手法が困難で音響測深機を利用する事例 キュウリュウ ブ シンド フカ カショ シュホウ コンナン オンキョウ ソクシンキ リヨウ ジレイ

						○		×		➢面的に3次元データを必要とする事例 メンテキ ジゲン ヒツヨウ ジレイ

				一筆調査（E工程）		○		×
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本店縛りの実施概要(令和２年８月から)

（単位：件） 【測量】

171件
(70.3%) 153件

(72.5%)

156件

(75.0%)
153件

(77.2%)

1-⑧継続適切な地域要件の設定（本店、支店又は営業所縛り） 試行状況

○測量業務において、本店縛りの適用対象を簡易型で発注する業務（現場作業あり）に拡充し、地域企業の育成確保
を目的とした試行を実施。
地域企業の育成確保を目的として試行している本店、支店又は営業所縛りの試行状況は、概ね横ばい。【R2.8～】

■本店の所在の有無を入札参加資格要件（本店縛り、本店、支店又は営業所縛り）での実施状況

※予定価格100万円未満の少額随契及び単価契約を除く。港湾空港を除く。Ｒ１～Ｒ４年度は３月末時点。Ｒ５年度は、１２月末時点

■簡易型（１：１） 発注件数 ■本店縛りの件数 ■本店、支店又は営業所縛りの件数
45

土木コンサル、地質調査、補償コンサル 測量

プロポ 総合評価
（標準型）

総合評価
（簡易型） プロポ 総合評価

（標準型）
総合評価

（簡易型）※２
総合評価

（簡易型）※３

現場
なし

比較的規模
が小※１

× ×

必要に応じて
実施

× ×

必要に応じて
実施

必要に応じて
実施

その他 × × ×

現場
あり

比較的規模
が小※１

必要に応じて
実施

積極的に
実施 原則適用

その他 × ×

※１ 概ね1,500万円以下が目安
※２ 概ね右図（発注方式事例）の①が適用される業務
※３ 概ね右図（発注方式事例）の②が適用される業務

① ②

【地質】

42件
(66.7%)

48件

(72.7%)

54件

(72.0%)

36件

(66.7%)

17件

(60.7%)

139件

(87.0%)

②

①

（単位：件）

①
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【趣旨】ＷＬＢへの配慮、女性技術者等の活躍支援
【対象】総合評価落札方式、プロポーザル方式（総合評価型）で発注する業務の休業：「労働基準法」「育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で規定する「産前・産後休業」「育児休業」
「介護休業」

【概要】配置予定技術者が、業務実績等の評価対象期間内において、出産前・後及び育児、介護休業を取得してい
る場合、その期間を遡り、評価対象期間を延長【H28.8～】

H29 H30
H31
/R1

R2 R3 R4

R5

4月 5月 6月 7月 8月 9月

公示日

４～７月

８月以降

評価年度切替

▼

■業務成績、優良業務表彰（評価対象期間：過去4箇年）の例

公示日

公示日

評価対象期間
２年遡り延長

評価対象期間
１年遡り延長 100日休業

200日休業 200日休業

： 評価対象期間外

累計400日休業

1-⑨継続業務実績等の評価対象期間の延長（休業考慮）
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【趣旨】若手技術者の育成・確保

【対象】総合評価落札方式（簡易型）で発注する業務

【概要】管理(主任) 技術者の資格・実績評価における「同種・類似業務の実績」の配点割合を低減させ、

技術者に３５歳以下の若手を配置した場合に加点評価。【H27.8～】

若手技術者の対象年齢を４０歳以下に引き上げて運用を開始【H30.8～】

・若手技術者と若手技術者以外の業務経験（同種・類似業務の実績）に差がなく、若手技術者の業務成績評点

は、若手技術者以外と比較する業務実績の件数が少ないため、管理(主任)技術者の「成績・表彰」の配点割

合を低減し、「若手技術者の配置」へ割振り【R5.8～】

・企業は通常どおりの配点割合

()は類似業務の配点

1-⑩継続若手技術者の活用を評価
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R4.8 関東地整 運用ガイドライン
（登録資格の対象業務で担当技術者の位置づけがある場合）

（資格）

R5.4 関東地整（試行）
（登録資格の対象業務で担当技術者の位置づけがある場合）

（資格）

R5試行 配点順

① 技術士 ６
 博士又はこれと同等の学位 ※研究業務の場合

② 国土交通省登録技術者資格    ２
１（RCCM、土木学会認定技術者）
２（RCCM、土木学会認定技術者 以外）

③ 上記以外のもの                                      １
（国土交通省登録資格を除いて、発注者が指定するもの）

④ ①～③以外の場合は指名しない
※評価に当たっては、配置予定担当技術者の平均を持って評価する。

○ 国土交通省登録技術者資格   
 担当技術者：（施設分野：橋梁（鋼橋）、業務：点検）

① あり ２
② なし ０

１）①＋②２  ８
２）①    ６
３）②１＋②２     ４
４）②１または②２   ２
５）③    １

（６＋２）

（２＋２）

【組合せ評価に当たっての前提条件】
○ 技術士とRCCM・土木学会認定技術者は、共に、「幅広い技術的な知識を持つ資格」であるため、
 双方の組合せによる加点は行わないものとする。

○国土交通省登録資格をRCCM・土木学会認定技術者とそれ以外に分割し、RCCM・土木学会認定技術
者以外の国土交通省登録資格を「専門的な知識をもつ資格」とし、組合せ加点の対象とする。

(国土交通省登録資格の一例：橋梁点検士、コンクリート点検士、RCCM(鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ)など。)

【趣旨】成果品の品質向上(幅広い技術的な知識と業務に関連する専門的な知識（施設分野）に基づく技術的判断が

可能となる。)

【対象】総合評価落札方式（簡易型）で発注する橋梁点検(診断)業務※で選択可とする。
(※橋梁点検(診断)業務のうち、担当技術者の資格要件に組合せ加点による評価を試行する業務を対象とする。)

【概要】技術士等の資格に、業務内容に応じて高い専門力を有する「国土交通省登録資格」と組み合わせて加点する。【R5.4～】

48

1-⑪継続組合せ評価(国土交通省登録資格)
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２．技術力が十分発揮できる競争環境の確保

49
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2-① 分離発注の徹底
【趣旨】担い手の育成・確保
【対象】測量、地質調査、設計等の業務
【概要】業種区分に応じた分離発注を原則とする。

やむを得ず複合業務とする場合は設計共同体（異業種ＪＶ）を資格要件とするなど競争環境を確保する。 

2-② 拡大型プロポーザル方式の導入
【趣旨】品質向上
【対象】簡易公募型プロポーザル方式（準ずる含む）で発注する業務
【概要】幅広く技術提案を求めた方が成果の品質向上が望める場合（特殊な業務のため実績が少ない、

技術的難易度が非常に高い等）は、技術提案書提出者の選定（欠格者は除く）を行わず、
入札参加者全員の技術提案書を評価。【H25.10～】

2-①継続分離発注の徹底 2-②継続拡大型プロポーザル方式の導入

《通 常》

手続き開始の公示

入札参加表明書の提出

技術提案書提出者の
選定・提案書要請

技術提案書の提出

ヒアリングの実施

技術提案書の特定

入札参加表明書
技 術 提 案 書
の 同 時 提 出

選定通知（欠格者を除外）

■技術提案書の特定までの流れ

《拡大型》15日

10日
程度

10日
以上

20日
以内

20日
程度

５日
程度

15日
程度

計55日程度 計40日程度
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12.9% 24.5% 32.0% 21.8% 4.1%4.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

(19社) (36社) (47社) (32社) (6社)(7社)

◆ 業務成績評価の上限値・下限値の変更【見直し】

【趣旨】業務成績評点の評価基準見直しを受けた評価区分の適正化

【対象】プロポーザル方式、総合評価方式で発注する業務

【概要】関東地整発注業務優先の評価から全国実績評価への見直しを踏まえ、評価区分の適正化をはかる【R3.8～】

土木コンサル・地質・測量
※業務成績は過去２箇年の平均点で、６０点未満の場合は欠格

配点ウェイト 業務成績評価区分

① 100% 79点以上

② 80% 78点以上～79点未満

③ 60% 77点以上～78点未満

④ 40% 76点以上～77点未満

⑤ 20% 75点以上～76点未満

⑥ 0% 60点以上～75点未満

令和３年７月まで

令
和
２
年
度

評価区分を
１点ずつＵＰ

※業務成績の評価切り替えは８月のため、令和３年度企業評価のグラフは令和２年度企業平均点（H３０・Ｒ１年度完了業務）のデータを元に整理

2-③継続業務成績評点、優良業務表彰等の評価基準変更

配点ウェイト 業務成績評価区分

① 100% 80点以上

② 80% 79点以上～80点未満

③ 60% 78点以上～79点未満

④ 40% 77点以上～78点未満

⑤ 20% 76点以上～77点未満

⑥ 0% 60点以上～76点未満

現在（令和３年８月から適用）

4.8%
8.2%

24.5% 32.0% 21.8% 8.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

(7社)
(12社)

(36社) (47社) (32社) (13社)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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2-③継続自治体等受注実績・マネジメント経験評価、業務実績要件の緩和

自治体等からの受注実績の評価

○企業・技術者ともに国の機関※１発注業務の同種・類似業務実績を有さず、

関東地整管内の自治体等発注業務の実績を有する場合は業務実績として認める（H23～）

 (過去４箇年に企業２件※２、技術者１件※３以上) 

○発注業務と同業種区分の業務成績（過去４箇年）を有していない場合でも、上記受注実績が確認できれば、

総合評価落札方式（簡易型）で発注する業務の「業務成績」の評価において加点(港湾空港、建築コンを除く) 
※１ 国の機関 ： 関東地整を除く本省内部を除く国土交通省（国土地理院、国総研等を含む）、内閣府沖縄総合事務局開発建設部（農業、漁港、港湾空港を除く）

※２ 同一の自治体等の発注業務であること

※３ 企業実績と同一の自治体等の発注業務であること

※４ その他の適用要件等の詳細については、「関東地方整備局建設コンサルタント業務等における入札・契約、総合評価に関する運用ガイドライン」を参照

マネジメント経験の実績を評価
○発注業務の同種・類似業務のマネジメント経験※５を

同種・類似業務実績として認め、入札参加が可能。

○国の機関の業務成績(過去４箇年)を有していない場合、

過去４箇年に発注業務と同業種区分の業務を１件以上

マネジメントした経験を有する場合は「業務成績」の

評価において加点する。

業務実績要件の緩和（試行）における技術的経験
○業務実績要件の緩和（試行）：「同種・類似業務実績」に代えて、評価テーマの技術提案内容を裏付ける『技術的経験』を求める試行

○企業、配置予定技術者が業務成績を有さないが、「技術的経験」を有することを確認できた場合に「業務成績」の評価において加点。

○「技術的経験」とは

◆企業の技術的経験

技術提案書の提出者が、特定テーマに関する技術提案内容の実現に必要な技術を、国・特殊法人・地方公共団体等（①）発注の業務・役務で活用した実績、

②の研究機関との研究において活用した実績。

◆配置予定技術者（管理技術者）の技術的経験

配置予定技術者が、特定テーマに関する技術提案内容の実現に必要な技術を、国・特殊法人・地方公共団体等（①）発注の業務・役務で活用した実績、

②の研究機関との研究において活用した実績、②の研究機関で研究を行った実績。（技術的経験の業務内容が本業務と同様であることは要さない）
※４ その他の適用要件等の詳細については、「関東地方整備局建設コンサルタント業務等における入札・契約、総合評価に関する運用ガイドライン」を参照

総合評価落札方式
（簡易型）発注業務

加点評価

無

無

有

有

自治体等受注実績
（同種・類似業務）

過去４箇年

企 業２件
技術者１件

業務成績
（国の機関※）

（過去４箇年）

成績評価区分
に準じて加点

評価しない

（60点未満は欠格）

業務成績
（国の機関）

同業種区分の
マネジメント経験

（１件以上）

同種・類似業務の
マネジメント経験

（１件以上）

業成績評価区分
に準じて加点

加点評価

評価しない

（過去４箇年）

（過去４箇年）

（過去１０箇年）

有

有

無

無

（60点未満は欠格）

※５ マネジメント経験者
以下のいずれかの立場で、同種・類似業務のマネジメント経験がある者

① 建設コンサルタント登録規程第３条の一に該当する入札説明書（個別）に記載する部門の技術管理者

② 地質調査業者登録規程第３条の一に該当する技術管理者

③ 地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領第６に該当する主任調査員相当以上
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2-③継続業務成績評点、優良業務表彰等の評価基準変更

優良業務表彰等の評価基準
【趣旨】 全国統一的な評価、海外実績、業務のﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ力など高い技術力を有する企業・技術者の参加機会拡大
【対象】 総合評価落札方式、プロポーザル方式で発注する業務
【概要】 ◆プロポーザルは「全国実績」で評価、総合評価は「関東地整実績」で評価【R3.8～】

 ◆海外インフラプロジェクト業務表彰の評価
 ⇒大臣表彰は「局長」表彰、大臣奨励賞は「部長・事務所長」表彰と同等に評価

   ◆事業促進ＰＰＰ業務における管理（主任）技術者の経験を「部長・事務所長」表彰と同等に評価※１、※２、※３

これまで（Ｒ３．７末まで）

現在（Ｒ３．８から適用）

企業

① 関東地整発注業務における局長表彰の経験

② 関東地整発注業務における部長・事務所長表彰の経験
関東地整以外の国交省発注業務における優良業務表彰の経験

① 関東地整発注業務における優良業務、技術者表彰の経験

② 関東地整以外の国交省発注業務における優良業務、技術者表彰の経験

技術者

③ 実績なし

配点

① ５点

② ３点

③ ０点

③ 実績なし

企業

① 局長表彰の経験（プロポは全国、総合評価は関東地整の経験）

② 部長・事務所長表彰の経験（プロポは全国、総合評価は関東地整の経験）

① ・局長表彰の経験※４（プロポは全国、総合評価は関東地整の経験）

・海外インフラプロジェクト業務の大臣表彰※５

② ・部長・事務所長表彰の経験※４（プロポは全国、総合評価は関東地整の経験）

・海外インフラプロジェクト業務の大臣奨励賞※５

・過去４年度間の事業促進ＰＰＰ業務における管理・主任技術者の経験※１、※２、※３

技術者

③ 実績なし

配点

① ５点

② ３点

③ ０点

③ 実績なし

配点

① ５点

② ３点

③ ０点

配点

① ５点

② ３点

③ ０点

※１ １-⑤参照

※２ プロポーザル方式で発注される業務に限る

※３ 過去4年度＋公示日までに事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者または、

 主任技術者として携わった実績がある。

 ただし、上記の事業促進ＰＰＰ業務の平均業務成績評定が７８点以上

 の場合に限る

※４ 優秀技術者表彰経験又は優良業務表彰を受けた業務に
携わったことをテクリスで確認できる場合に評価

※５ ２-⑤参照

配点ウェイト 業務成績評価区分

① 100% 80点以上

② 80% 79点以上～80点未満

③ 60% 78点以上～79点未満

④ 40% 77点以上～78点未満

⑤ 20% 76点以上～77点未満

⑥ 0% 60点以上～76点未満

53



国土交通省
関東地方整備局

2-④継続海外インフラプロジェクト実績認定・表彰の評価

【趣旨】 海外進出や国内外の技術者の相互活用の促進

【対象】 総合評価落札方式、プロポーザル方式で発注する業務

【概要】 ・海外インフラプロジェクト技術者認定を受けた同種・類似業務を実績と認める【R3.4～】

 ・海外インフラプロジェクト表彰を受賞した技術者を、配置予定技術者の優良表彰の評価において加点評価

54※国土交通省 記者発表資料「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰の募集開始！(R4.8.18)」（別紙[1]）より抜粋
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2-⑤継続手持ち業務量（金額上限）の見直し

【趣旨】 品質確保のため、より高い技術力を有する技術者の参加機会の確保（手持ち業務量による受注制限を改善）

働き方改革等への配慮から、件数は変更せず、状況の変化※のみを考慮

【対象】 総合評価落札方式、プロポーザル方式で発注する業務

【概要】 配置予定管理（主任）技術者の手持ち業務量の金額上限見直し【R3.4～】

※発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 業務・マネジメント部会（令和２年度第１回） 資料から抜粋

ウ）手持ち業務量の制限
契約額の合計が４億円未満
かつ契約件数の合計が１０件未満
であることを標準とする。
（以下略）

ウ）手持ち業務量の制限
契約額の合計が５億円未満
かつ契約件数の合計が１０件未満
であることを標準とする。
（以下略）

入札説明書 共通事項
配置予定技術者に対する要件

管理（主任）技術者

※手持ち業務の中に低入札契約が
含まれている場合は、２．５億円、
５件未満に変更。
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手持ち業務量の緩和

○建設コンサルタント業務等は、管理技術者等が個々の業務の担当技術者を統括して、複数の業務を同
時進行で実施することが通常

○ 業務量の集中、労働条件の悪化等による業務成果品の品質低下を防ぐため、手持ち業務量を設定

【状況の変化】

＜新たな業種の発生＞

・事業促進PPPの導入・拡大（H24から導入）
・当該業務の契約金額は概ね１２０百万円/件

＜契約額の変化＞
・当時は平均契約額を4,000万円/件を想定と思料
・R1年度完了業務の平均は約4,500万円/件
発注ロットの変化等が原因と思料

・手持ちの金額が、上限に達しやすくなっており、
災害復旧等、緊急時への対応に支障が生じる
懸念が有

・新たな業種の発生や契約額の変化・物価の変動等
を考慮した上で、手持ち金額を緩和すべきでは

ないか

建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の
運用について

建設省厚契発第 ４３号平成１２年１２月６日

（略）

４) 業務実施上の条件

① 配置予定技術者 に対する要件は、以下のとおりと

する

• 手持ち業務量

平成○年○月○日現在 の手持ち業務量（特定後未

契約のものを含む）

管理技術者：全ての手持ち業務の契約金額合計が

○円未満かつ手持ち業務の件数が○件未満である者

（略）

【注：「手持ち業務」は契約金額が500万円以上の業務
を対象とする 。】

【注：「○円」は４億円程度、「○件」は10件程度を基本
とし、業務内容に応じて適宜設定するものとする 。】

（以下略）
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設定条件
業務経験－過去１０年間の同種・類似業務の実績として、照査技術者の実績を追加。【見直し】
技術力－過去４年間の業務成績評点に、照査技術者として携わった業務の業務評定点を追加。【見直し】

現行

評価基準

資格・実績 業務経験 同種・類似業務の実績 管理（主任）・担当技術者の実績

成績・表彰 技術力 業務成績評点
管理（主任）・担当技術者で携わった業務の

業務評定点

指名・選定

現行

評価基準

資格・実績 業務経験 同種・類似業務の実績 管理（主任）・担当技術者の実績

成績・表彰 技術力 業務成績評点
管理（主任）・担当技術者で携わった業務の

業務評定点

技術評価点算出・特定

見直し（案）

評価基準

管理（主任）・担当・照査技術者の実績

管理（主任）・担当・照査技術者で携

わった業務の業務評定点

見直し（案）

評価基準

管理（主任）・担当・照査技術者の実績

管理（主任）・担当・照査技術者で携

わった業務の業務評定点

※国土地理院で発注されている業務においては、担当技術者ではなく、作業班長として登録されているもの
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2-⑥継続照査技術者の配置要件の見直し（試行）

【趣旨】照査技術者の配置要件の見直し
【対象】総合評価落札方式・プロポーザル方式（詳細設計等の照査技術者を配置する業務）
【概要】適性な品質を確保する上で、照査技術者は重要であり、知識や経験が求められる。

照査技術者の要件として、過去１０年以内の管理技術者もしくは担当技術者としての実務経験（同種・類似業
務）の経験実績を求めていることから、照査業務のみを行うベテラン技術者の場合、配置要件を満たさなくなる。
建設コンサルタントの技術者不足が指摘される中、ベテラン技術者の豊かな知識・経験が生かし、照査技術者
を継続的に行えるように要件を見直す。 【R4.8～】
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※ヒアリング実施
プロポ、総合評価（標準型１：２、標準型１：３）

※ヒアリング省略
総合評価（標準型１：３（技術者評価重視型））
総合評価（簡易型１：１、実施能力評価拡大型）
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2-⑦継続テレビ会議システムを活用したヒアリングの実施（試行）

テレビ会議システムによるヒアリングの実施

○ ヒアリングを行うことで評価がしっかり出来る。

○ 技術提案書提出者に対して、
・受付する時間
 ・会場（会議室）までの誘導

 ・会議室の確保
等が無くなる。

＜発注者のメリット＞

○ 会場（発注事務所等）への移動時間が無くなる。

○ 技術提案の内容をしっかりアピールすることが
出来る。

＜受注者のメリット＞

在宅勤務でもヒアリング可能なことから働き方改革にも寄与し、移動時間の削減により生産性向上に寄与。

テレビ会議システムを活用したヒアリング風景
感染症対策から原則ヒアリングを実施しない運用
における評価風景（自席等で評価）

【趣旨】テレビ会議システムによるヒアリングの実施を標準化
【対象】技術提案内容のヒアリングを実施する全ての発注方式 
【概要】従来より対面式によりヒアリングを実施してきたが、感染症対策から原則ヒアリングを実施しない運用としてきた

が、発注者及び受注者双方から技術提案書の内容をヒアリングにより確認したいとの要望があり、テレビ会議に
よるヒアリングの実施に向けた環境が整ったことから、原則、テレビ会議システムにより実施する。 【R4.4～】
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【趣旨】他の総合評価においても、すべての業務で管理技術者のCPD加点評価を実施しているため、

 発注者支援業務等でも加点評価。

【対象】一般競争入札（総合評価落札方式 簡易型１：１ 及び 標準１：２）で発注する業務

【概要】市場化テストも終了し、発注者支援業務等の品質確保の観点から、継続教育を行い技術の

研鑽に取り組んでいる管理技術者について継続教育取組実績CPDの取得状況に加点評価。【R5.8～】

発注者支援業務 標準型１：２の例
対象業務

継続教育取組実績 CPDの取得状況 1

⇒ 4
⇒ 2

・建設系CPD協議会の構成団体
・測量系CPD協議会
・補償コンサルタントCPD協議会

各々協議会が発行するCPDの登録

証明書等があり、推奨する単位を満
たしている場合に評価

2-⑧継続発注者支援業務等の継続教育取組実績CPDの評価
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３．事務手続きの効率化
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3-①継続クラウドを活用した資料閲覧 -資料閲覧の効率化-

趣旨 働き方改革、労働基準法改正（残業時間の上限規制）を受けた再改善（感染症拡大防止効果も期待）

対象 資料閲覧を行う全業務（原則、契約中の業務も含む）

概要 過年度成果等の資料閲覧時に、クラウドを介した電子成果品の一時コピーを認めることで、発注事務所等へ移

動せずに、自社において資料閲覧を行える方式に改善。

現行（新試行：R2.9～）
○ クラウドを活用した電子成果品データ等の一時ＤＬ、閲覧を可とする。※電子データが無い資料を除く

〇 従来ＦＡＸで行っていた閲覧申請をメール申請に改善。誓約書もメール提出可。（R2.12～改善）

期待される効果
主に受注者側の働き方改革に寄与
○ 閲覧会場への移動が不要（自社でＤＬ、一時複製、閲覧が可能） など

留意事項
〇 電子データの取扱い（セキュリティ対策）として、誓約書提出を義務づけ
○ 電子成果品が無い（電子成果品以前の業務成果など）場合は、従前通りの閲覧（紙成果）で実施
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3-①継続継続業務の発注時の資料閲覧について

61

Ｒ☆年度 Ｒ★年度

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

Ｒ４○○検討業務

Ｒ５○○調査業務発注手続き

■資料閲覧
・完了業務の報告書等

Ｒ４○○検討業務

Ｒ５○○調査業務発注手続き

■資料閲覧
・完了業務の報告書等
・履行中の業務内容に関する資料

（途中の成果や打ち合わせ資料等の抜粋を活用した資料を想定）

・技術提案のテーマに関係性のある資料

【やむを得ず履行中の業務完了前に継続業務発注手続きを行う場合】

【業務完了後に継続業務発注の発注手続きを行う場合】

○資料閲覧の実施方法
・Ｒ２年度よりクラウドを活用した資料閲覧を実施
→資料閲覧は事務所へ来所することなく電子データにて資料閲覧を実施
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A社 B社

○○業務（その①）

C社

A社が落札

開札順番②

A社 B社 D社

○○業務（その②）

ＢorＤ社が落札

その①と同一の参加表明書

開札順番① 同一時期に発注
規模・条件が同程度

3-②継続一括審査方式の導入

【趣旨】受注者の入札参加にかかる作業負担軽減 等

【対象】総合評価落札方式で発注する業務のうち、十分な競争性が確保でき、技術的難易度が比較的高くないもの

（例えば災害時の測量・設計業務などの実施期間・期限が限られている業務等）

【概要】・同一時期発注の規模、条件が同程度の複数業務に、同一の参加表明書での参加を認め、評価する方式。

・あらかじめ定めた開札順番で開札し、落札者を決定（同じ管理技術者での重複受注は認めない） 【H28.8～】

62



国土交通省
関東地方整備局

3-③継続技術者評価を重視した選定（更なる簡素化） 3-④継続簡易な参加表明書を用いた審査の導入
3-⑤継続技術提案書の無効通知の追加

【趣旨】受・発注者の負担軽減

【対象】総合評価落札方式(標準型(1:3))で発注する業務

【概要】評価テーマを設定せず、配置予定技術者の「業務成績」、技術提案の「実施方針」を重視する評価方法。

Ｈ２７年度から詳細設計等の業務に限定して適用。活用促進を図るため、通常の標準型との使い分けを
個々の業務特性に応じ判断できるよう見直し（試行対象を全業務に拡大）

更なる事務負担軽減のため、ヒアリングを省略。【H29.4～】
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【趣旨】評価・審査の効率化、事務負担の軽減

【対象】総合評価落札方式、プロポーザル方式（総合評価型）で発注する業務

【概要】「簡易な参加表明書」により、非指名と想定される者をより分けることにより、評価・審査の効率化、

事務負担の軽減を図る。

また、参加表明書の様式をExcel形式にまとめ、参加表明書作成の作業が効率的に行える仕組みを構築 

し、参加者の事務負担の軽減を図る。【H30.8～】

【趣旨】総合評価落札方式（一部試行を除く）の技術提案書の評価にて無効となった参加者に対し、その旨を通
知する。

【対象】（簡易）公募型競争入札（総合評価）方式（簡易型の実施能力評価型を除く）で発注する建設コンサルタン    
ト業務

【概要】対象業務では指名通知のみ通知し、技術提案書が無効となった場合、通知が無く、入札に参加する。
提案が無効の場合、入札に至る前に技術提案書が無効となった旨を通知することで、無効な入札手続き
を省略する。なお、提案の無効がない場合は、通知せず入札を執行する。 【R4.4～】
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3-⑥継続入札結果及び契約内容等に係る情報閲覧の効率化

◆インターネットを活用した建設コンサルタント業務等の入札・契約過程、契約内容等に係る情報公表

【趣旨】 働き方改革、労働基準法改正（残業時間の上限規制）を受けた改善

【対象】 建設コンサルタント業務等

【概要】 従前、事務所等で閲覧に供していた、入札・契約過程、契約内容等に係る情報を自社等で

「入札情報サービス（ＰＰＩ）」により閲覧可能に改善。 【R2.10～】

指名競争 プロポーザル

指名業者名及び指名理由 選定業者名及び選定理由

公募型・簡易公募型競争入札の指名結果書 公募型・簡易公募型プロポーザル方式における選定結果書

予定価格 プロポーザル評価表

調査基準価格 プロポーザル方式の特定結果書

予定価格の積算内訳 随意契約結果及び契約の内容※

業務設計書 予定価格の積算内訳※

契約の内容 業務設計書※

入札調書 プロポーザル評価表

技術点評価結果

※ プロポーザルに付した場合以外の随意契約においても適用

入札情報サービス（ＰＰＩ）で閲覧可能な情報
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